
承認第１号 

 

 

専決処分について 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

 

平成３０年２月１３日提出 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  井 上 澄 和 

 

理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の一部改正に伴い、

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１９年条例第１４号）

について所要の改正を行う必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、

平成２９年１０月１１日付けで専決処分したものである。 



専決第３号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

下記のとおり専決処分する。 

 

 

 

記 

 

 

 

 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について（別紙）  

 

 

平成２９年１０月１１日 

 

 

 

                福岡県後期高齢者医療広域連合  

                 広域連合長  井 上 澄 和 



福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例 

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１９

年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号ア(ｲ)中「第２条の３第３号において」を「以下」に改め、「

いう。 」の次に「（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に

達する日）」を加える。 

第２条の３第２号中「この条」の次に「及び次条」を加える。 

第２条の４を第２条の５とし、第２条の３の次に次の１条を加える。  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。  

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１

歳６か月到達日において地方等育児休業をしている場合  

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが

継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める

場合に該当する場合 

第３条第７号中「こと」の次に「又は第２条の４の規定に該当すること」

を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

） 



福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例・新旧対照表 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （育児休業をすることができない職員）  （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次のいずれかに該当する非常勤職

員以外の非常勤職員 

(2) 次のいずれかに該当する非常勤職

員以外の非常勤職員 

 ア 次のいずれにも該当する非常勤職

員 

 ア 次のいずれにも該当する非常勤職

員 

  (ｱ) （略）   (ｱ) （略） 

  (ｲ) その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達す

る日（以下「１歳６か月到達日」

という。）（第２条の４の規定に該

当する場合にあっては、２歳に達

する日）までに、その任期（任期

が更新される場合にあっては、更

新後のもの)が満了すること及び

特定職に引き続き採用されない

ことが明らかでない非常勤職員 

  (ｲ) その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達す

る日（第２条の３第３号において

「１歳６か月到達日」という。）

までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のも

の)が満了すること及び特定職に

引き続き採用されないことが明

らかでない非常勤職員 

  (ｳ) （略）   (ｳ) （略） 

 イ・ウ （略）  イ・ウ （略） 

第２条の２ （略） 第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条

例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める日とす

る。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条

例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める日とす

る。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 非常勤職員の配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が当該非常

勤職員の養育する子の１歳到達日以

前のいずれかの日において当該子を

養育するために育児休業法その他の

法律の規定による育児休業（以下この

条及び次条において「地方等育児休

業」という。）をしている場合におい

て当該非常勤職員が当該子について

育児休業をしようとする場合(当該育

児休業の期間の初日とされた日が当

 (2) 非常勤職員の配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が当該非常

勤職員の養育する子の１歳到達日以

前のいずれかの日において当該子を

養育するために育児休業法その他の

法律の規定による育児休業（以下この

条において「地方等育児休業」とい

う。）をしている場合において当該非

常勤職員が当該子について育児休業

をしようとする場合(当該育児休業の

期間の初日とされた日が当該子の１



新 旧 

該子の１歳到達日の翌日後である場

合又は当該地方等育児休業の期間の

初日前である場合を除く。) 当該子

が１歳２か月に達する日（当該日が当

該育児休業の期間の初日とされた日

から起算して育児休業等可能日数（当

該子の出生の日から当該子の１歳到

達日までの日数をいう。）から育児休

業等取得日数（当該子の出生の日以後

当該非常勤職員が労働基準法（昭和 22

年法律第 49号）第 65条第１項又は第

２項の規定により勤務しなかった日

数と当該子について育児休業をした

日数を合算した日数をいう。）を差し

引いた日数を経過する日より後の日

であるときは、当該経過する日） 

歳到達日の翌日後である場合又は当

該地方等育児休業の期間の初日前で

ある場合を除く。) 当該子が１歳２

か月に達する日（当該日が当該育児休

業の期間の初日とされた日から起算

して育児休業等可能日数（当該子の出

生の日から当該子の１歳到達日まで

の日数をいう。）から育児休業等取得

日数（当該子の出生の日以後当該非常

勤職員が労働基準法（昭和 22 年法律

第 49号）第 65条第１項又は第２項の

規定により勤務しなかった日数と当

該子について育児休業をした日数を

合算した日数をいう。）を差し引いた

日数を経過する日より後の日である

ときは、当該経過する日） 

(3) （略） (3) （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合） 

 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条

例で定める場合は、１歳６か月から２歳

に達するまでの子を養育するため、非常

勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌

日（当該子の１歳６か月到達日後の期間

においてこの条の規定に該当してその任

期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用される

ものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合であって、次の各号のいず

れにも該当するときとする。 

 

(1) 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳６か月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の１歳６か月到

達日において地方等育児休業をしてい

る場合 

 

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期

間について育児休業をすることが継

続的な勤務のために特に必要と認め

られる場合として規則で定める場合

に該当する場合 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人 （育児休業法第２条第１項ただし書の人



新 旧 

事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間） 

事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間） 

第２条の５ （略） 第２条の４ （略） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書

の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書

の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に

該当すること又は第２条の４の規定

に該当すること。 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に

該当すること。 

(8) （略） (8) （略） 

第４条～第２１条 （略） 第４条～第２１条 （略） 

 


